
無料相談

相続税
税制改正により平成27年1月1日より、

相続税の基礎控除が4割減額されます。

例えば、東京都内にお住まいの

4人家族・40坪の土地をお持ちのご家庭。場合によっては

相続税の納税義務が生じる可能性が想定されます。

電話受付時間  平日 9:00～17：00

税理士法人 西川会計

資産税事業部

〒115-0044 東京都北区赤羽南2-4-15

http://www.nishikawa-kaikei.co.jp 

我が家の相続税の納税どうかな？

一度計算してみたい。

税理士法人 西川会計までお気軽にお電話下さい。

03-3902-1200

子ども達は払えるの？
納税のための借入なんて…

西川会計

(赤羽駅南改札より徒歩8分)

\10,800(税込)

ご安心ください。税理士法人 西川会計では

       随時 無料相談 を受付ております。

\10,800(税込) でご提供しております。

相続税の簡易シミュレーション併せて 相続税の簡易シミュレーション を


